














要旨:わが国でヒト下垂体由来の成長ホルモン(GH)製剤が薬価基準に収載され、成長ホル

モン分泌不全性低身長症(GHD 低身長症)の治療に用いられるようになったのは昭和 50 年

(1975 年)初頭である。当時は供給量が極端に少なかったため、治療を受ける患者は厳選

され GH 治療の適応判定に問題を生じることは少なかった。昭和 61 年(1986 年)に至りわ

が国でも遺伝子組換え GH の使用が認可され、GH の供給不足は解消された。その後、GH 療

法が急速に普及し、成長ホルモン分泌不全(GHD)の診断基準および GH 治療の適応基準が議

論されるようになった。同時に、GHD 低身長症にかかわる小児慢性特定疾患治療研究事業

の費用が増加し、総事業費の4割を越える額を占めるに至った。

　諸外国においても同様な問題が指摘され、主として小児内分泌専門医による見解が報告

されている。主なものをあげると次のようになる。我々の調査した範囲で明解かつ詳細に

GH 療法に関するガイドラインを提示しているのはオーストラリアで、法令(National

Health Act)による給付の対象を明示している［1]。アメリカでも小児内分泌学会が小児

を対象とする GH 治療のガイドラインを発表しているが、概念的である［3,4］。その理由

は、GH 治療は原則として医師の裁量に任されているが、費用の負担に関しては患者の持

つ公的あるいは営利的医療保険の種類により大きく異なるからである[5,6］。ドイツでは

小児科学会と内分泌学会が合同で低身長の診断と治療ならびに GH 治療についての見解を

示している［7］。先進諸国はいずれも何らかの形で GH 使用にかかわるガイドラインを出

しているが、その内容は上記3か国(オーストラリア、アメリカ、ドイツ)のガイドライン

に集約できる。


